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札幌市福祉のまちづくり条例　施設整備基準の見直し内容（案）

【参考①　整備基準（福祉のまちづくり条例施行規則）の変更】

No. 項目 旧国基準 新しい国基準 現行の札幌市の整備基準 新しい札幌市の整備基準（案） 備考

1

2

3

便所
不特定多数
の者等が利
用する便所
の設置基準

●不特定多数の者等が利用する便所のうち１
以上（男子用及び女子用の区別があるとき
は、それぞれ１以上）には、車椅子使用者
用便房を１以上設ける。

● は、原
則、 を設
ける。

●その設置に当たっては、管理運営方法など
を勘案し、その に
設ける。

－

・なお、国基準では便
所の設置に関する面積
規定はないが、法の遵
守義務が2,000㎡以上の
建築物に適用されるこ
とから、2,000㎡以上の
建築物を対象とした。

不特定多数
の者等が利
用する便所
の設置基準
の除外規定

●以下の階は、不特定多数の者等が利用する
階から除外する。

－ ●以下の階は、不特定多数の者等が利用する階
から除外する。

車椅子使用
者用便房の
設置基準

● は、原則、不特定多数
の者等が利用する

を設ける。

●ただし、以下の場合を除く。

●多数の者が利用し、又は主に障がい者、高齢
者等が利用する便所を設ける場合には、その
うち１以上（男子用及び女子用の区別がある
ときは、それぞれ１以上）に車椅子使用者用
便房を１以上設ける。

● の建築物にあっては、
は、原則、不特定多数の者等が

利用する を設
ける。
●ただし、以下の場合を除く。

・なお、国基準では車
椅子使用者用便房の設
置に関する面積規定は
ないが、法の遵守義務
が2,000㎡以上の建築物
に適用されることか
ら、便所設置階ごとの
車椅子使用者用便房の
設置については2,000㎡
以上の建築物を対象と
した。

・また、上記規定は
2,000㎡以上の「不特定
多数の者等」が利用す
る便所に適用される
が、それ以外（2,000㎡
未満の不特定多数利用
便所、床面積にかかわ
らず多数利用便所）に
ついては、これまで通
り建物全体で車椅子使
用者用便房を１つ設け
る規定を残した。

不特定多数の者等が利用する便所
不特定多数の者等が利用する階以上

利用に支障が生じない位置

●床面積2,000㎡以上の建築物にあっては、不特
定多数の者等が利用する便所は、これらの者が
利用する階以上を設ける。

●その設置に当たっては、管理運営方法などを
勘案し、その利用に支障が生じない位置に設け
る。

車椅子使用者用便房
便所を設ける階ごとに１箇

所以上

床面積2,000㎡以上 車椅
子使用者用便房

便所を設ける階ごとに１箇所以上

（国資料P３参照）

★国基準の通り（バリ
アフリー法施行令第14
条第1項）

（国資料P4参照）
★国基準の通り（バリ
アフリー法施行令第14
条第1項）

（国資料P6参照）

★国基準の通り（バリ
アフリー法施行令第14
条第2項）
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札幌市福祉のまちづくり条例　施設整備基準の見直し内容（案）

【参考①　整備基準（福祉のまちづくり条例施行規則）の変更】

No. 項目 旧国基準 新しい国基準 現行の札幌市の整備基準 新しい札幌市の整備基準（案） 備考

4

5

6

7

オストメイ
ト用設備の
設置基準

●便所のうち１以上（男子用及び女子用の区
別があるときは、それぞれ１以上）には、
オストメイト用設備を有する便房を１以上
設ける。
●便所の付近には、便所があることを表示す
る表示板（標識）を設ける。
●表示板は、高齢者、障害者等の見やすい位
置に設ける。
●表示板は、ピクトグラム等の表示すべき内
容が容易に識別できるもの（当該内容がJIS
Z 8210 案内用図記号に定められているとき
は、これに適合するもの）とする。

●同左 ●便所のうち１以上（男子用及び女子用の区別
があるときは、それぞれ１以上）には、オス
トメイト用設備を有する便房を１以上設け
る。
（※床面積2,000㎡以上の建築物のみ）

●同左 ・オストメイト用設備
の設置箇所数について
は変更なし。
・また、当該設備を設
けた便所の表示につい
て、これまで明確に規
定していなかったこと
から、基準を追加。

劇場等の客
席の設置基
準

－
（※旧建築設計標準では、「車椅子使用者
用客席・観覧席の数は、施設内容や規模に
応じ、客席・観覧席総数の0.5～１％以上と
する。」とされている。）

●劇場等の客席における
は、
を設ける。
　①座席の数が の場合…
　②座席の数が の場合…
●同一建築物に

場合、
の車椅子使用者用部分を各客

席に設ける。

●劇場等の客席における車椅子使用者用部分
は、座席の総数に対する割合で定める数以上
を設ける。
　①座席数が199以下の場合…２以上
　②座席数が200以上の場合…１％以上
（※ただし、構造上当該数とすることが著し
く困難で、かつ、車椅子使用者が円滑に観覧で
きる措置を講ずる場合を除く。）

●同左 ・車椅子使用者用席の
設置割合については、
現行の基準が国基準を
上回っていることか
ら、変更なし。

車椅子使用
者用部分の
構造

－
（※旧建築設計標準では、「車椅子使用者
用客席・観覧席の間口は車椅子１台につき
90cm以上とし、奥行きは120cm以上とす
る。」とされている。）

●車椅子使用者用部分は、次に掲げるもので
なければならない。

●車椅子使用者用部分は、次に掲げるものでな
ければならない。

●車椅子使用者用部分は、次に掲げるものでな
ければならない。

・車椅子使用者用席の
寸法（奥行き）を国基
準に合わせて変更。

車椅子使用
者用駐車施
設の設置基
準

●不特定多数の者等が利用する駐車場には、
そのうち１以上に、車椅子使用者用駐車施
設を１以上設ける。

●不特定多数の者等が利用する駐車場には、
原則、

の を設ける。
　①駐車施設の総数が の場合
　　…
　②駐車施設の総数が の場合
　　…

●同一敷地内に複数の駐車場を設ける場合
は、

を算定する。

●出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動
車に乗降することが可能な場所が設けられて
いる機械式駐車場を車椅子使用者用駐車施設
として設けることも可能とする。

●多数の者が利用し、又は主に障がい者、高齢
者等が利用する駐車場には、そのうち１以上
に、以下に定める数以上の車椅子使用者用駐
車施設を設ける。
　①全駐車施設数が99以下の場合…１以上
　②全駐車施設数が100以上の場合…１％以上

● が利用する駐車場には、そ
のうち１以上に、以下に定める数以上の車椅子
使用者用駐車施設を設ける。
　①全駐車施設数が の場合
　　…
　②全駐車施設数が の場合
　　…

・不特定多数の者等に
対して、多数の者が利
用する場合の基準を追
記（現行の整備基準）

・機械式駐車場の扱い
については、ガイド
ブックの解説に記載。

●オストメイト用設備を設けた便所の出入口又
はその付近に、当該設備が設けられている旨を
見やすい方法により表示する。

車椅子使用者用部分
座席の総数に対する割合で定める数以上

400以下 ２以上
401以上 0.5％以上
複数の客席（座席が並べられ

た室）を設ける 各客席の座席数に応じ
て必要な数以上

駐車施設の数に対する割合で定める数
以上 車椅子使用者用駐車施設

200以下
２％以上

201以上
１％＋２以上

駐車施設の総数に対して必要な車椅子使
用者用駐車施設の数

不特定多数の者等

200以下
２％以上

201以上
１％＋２以上

（国基準では遵守義
務、バリアフリー法施
行令第20条）

（国資料P27参照）

（国資料P28参照）
★国基準の通り（バリ
アフリー法施行令第15
条第1項）

（国資料P37参照）

（国資料P37参照）

（国資料P38参照）

★設置割合については
国基準のとおり（バリ
アフリー法施行令第18
条第1項）。

劇場等の客
席

駐車場
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札幌市福祉のまちづくり条例　施設整備基準の見直し内容（案）

【参考①　整備基準（福祉のまちづくり条例施行規則）の変更】

No. 項目 旧国基準 新しい国基準 現行の札幌市の整備基準 新しい札幌市の整備基準（案） 備考

8

9

10

11

エレベー
ター

エスカレー
ター

路外駐車場

●エレベーターその他の昇降機の付近には、
エレベーターその他の昇降機があることを
表示する表示板（標識）を設ける。
●表示板は、高齢者、障害者等の見やすい位
置に設ける。
●表示板は、ピクトグラム等の表示すべき内
容が容易に識別できるもの（当該内容がJIS
Z 8210（案内用図記号）に定められている
ものは、これに適合するもの）とする。

同左 － ・エレベーターの案内
表示に関する規定を設
けていなかったことか
ら、当該規定を追加

●エスカレーターの付近には、エスカレー
ターがあることを表示する表示板（標識）
を設ける。
●表示板は、高齢者、障害者等の見やすい位
置に設ける。
●表示板は、ピクトグラム等の表示すべき内
容が容易に識別できるもの（当該内容がJIS
Z 8210（案内用図記号）に定められている
ものは、これに適合するもの）とする。

同左 － ・エスカレーターの案
内表示に関する規定は
これまでガイドブック
上の望ましい整備とし
ていたが、国基準では
義務となっているた
め、当該規定を追加

●特定路外駐車場には、車椅子を使用してい
る者が円滑に利用することができる駐車施
設を１以上設けなければならない。

●特定路外駐車場には、

。
　①駐車施設数が の場合…
　②駐車施設数が の場合
　　…

●特定路外駐車場には、車椅子を使用している
者が円滑に利用することができる駐車施設を
１以上（駐車施設の総数が100を超える場合
は、施設総数の１％以上）設けなければなら
ない。

●特定路外駐車場には、

。
　①駐車施設数が の場合…
②駐車施設数が の場合
　　…

●ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動
二輪車（いずれも側車付きのものを除く。）
の駐車のための駐車場については、この限
りでない。

●ただし、専ら道路交通法第３条に規定する
普通自動車以外の自動車の駐車のための駐車
場については、この限りでない。

－

・バスやバイクなどの
専用駐車場を除外する
ための規定を国基準に
合わせて追加

※共同住宅に設けるものは除外

●エスカレーター付近には、エスカレーターが
あることを表示する表示板（標識）を設ける。

以下に定める数以上
の車椅子使用者用駐車施設を設けなければな
らない

200以下 ２％以上
201以上

１％＋２以上

以下に定める数以上の
車椅子使用者用駐車施設を設けなければならな
い

200以下 ２％以上
201以上

１％＋２以上

●ただし、専ら道路交通法第３条に規定する普
通自動車以外の自動車の駐車のための駐車場に
ついては、この限りでない。

（国基準では遵守義
務、バリアフリー法施
行令第20条）

（国基準では遵守義
務、バリアフリー法施
行令第20条）

★国基準のとおり（特
定路外駐車場の構造及
び設備に関する省令第2
条第1項）

★国基準のとおり（特
定路外駐車場の構造及
び設備に関する省令第2
条第1項）


